
全国SDGs探訪
静岡県志太榛原生コンクリート協同組合
住 所 〒426-0044  静岡県藤枝市大東町字南1042-5

設 立 昭和48年２月 組合員数 12人

出 資 金 54,100千円

主な業種 生コンクリートの生産を行う事業者

組合SDGs共同宣言書の公開を生コン業界が取り組む地域貢献を内外に発信する絶好の機会と捉え、
組合員ワンチームのもとあるべき姿を共有し、業界イメージアップを図った。

URL https://shidahaibara-namakon.jp

●SDGs共同宣言で業界への理解とイメージアップを図る

 　背景と目的 
　生コン業をはじめとする建設業界は現場作業のため労
働環境が整備されておらず、業務の効率化が進んでいな
いといった負のイメージが払拭されず、若年層を中心に
人材確保が困難な状況が続いている。組合が設立50周
年を迎えるにあたり取組んだ「組合SDGs共同宣言書」
の公開は、社会的課題に対応する生コン業界の前向き
な姿勢を広く情報発信し、業界のイメージアップを図る
ことと位置付け、組合員ワンチームによる活動を目指した。

 　取組みの手法と内容 
　組合は「組合SDGs共同宣言書の公開」を生コン業
界が取組んでいる地域貢献への積極的な姿勢として広く
内外に発信し、業界のイメージアップを図る絶好のチャ
ンスと捉え、組合員ワンチームで策定を目指した。
　まずは組合員に対してSDGs取リ組みへの啓発を行っ
た。SDGs宣言の事例や関連する新聞記事などをその
都度提供し必要性を啓発し続けた。この情報発信には
組合員に一台ずつ配布した会議用タブレットが機能した。
これは個人のスマートフォンやパソコンとも連携し、組合
からの最新情報がいつでも確認できるシステムとなって
おり、情報量が限定される紙媒体からペーパーレス化し
たことで多くの情報提供が可能となった。
　この啓発活動が理解され、組合員４社がSDGs宣言公
開に向けた取り組みを開始。組合はその機運が高まった
と判断し、令和３年度に総務会を中心に組合SDGs宣言
書の策定を開始した。静岡県中央会の支援のもと、専
門家の助言を得て掲げた目標は「自然災害への態勢整
備」、「廃棄物削減」、「パートナーシップの推進」の３項目。
BCP策定や近隣市との災害対策連携強化、廃棄生コン
削減、組合員共通課題への対応など具体的な目標の達
成を目指す組合SDGs共同宣言書を公開した。この一連

の取り組みは組合員のあるべき姿を共有し、改めて組合
の団結力を示した取り組みであった。

 　成果とその要因 
　組合の共同SDGs宣言書公開と歩調を合わせる形で
組合員４社がSDGs宣言書を公開し、組合と共に生コン
業界のイメージ
アップを図ること
に貢献した。地
球の未来と組合
の未来双方を見
据えて策定した
SDGs目標が組
合員に理解され
たことが要因で
あり、組合員ワ
ンチームを掲げ
て推進した理事
長の行動力と組
合事務局の先進
的な取り組みに
より実現した。

SDGs研修風景

SDGs宣言書
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Question

教えて &Q A
組合税務相談室

税理士 山本 善通 氏

　当組合は、共同購買事業を主事業として事業展開しています。現在事務局では、
ＥＣサイトでの消耗品の購入においても、証ひょう書類は紙保存で行っています。令
和６年１月から電子取引においてはデータ保存が義務づけられると聞きましたが、電
子帳簿保存法の概要を教えて下さい。

電子帳簿保存法

【概要】
　この法律は、情報化社会に対応し、経理の電子化による生産性の向上や、記帳水準の向上等に資する為に、
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存等の特例に関する法律」（以下「電子帳簿保存法」
といいます）として、平成10年に法律第25号として施行されました。
　各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記
録（電子データ）による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めたもの�
です。
　電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、下記の要件に区分されています。
〈真実性の確保〉
　要件①　訂正・削除履歴の確保（帳簿）　施行規則第３条第１項第１号
　　�　帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
　　イ�　帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及

び内容を確認することができること
　　ロ�　帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、

その事実を確認することができること
　要件②　相互関連性の確保（帳簿）　施行規則第３条第１項第２号
�　　�　帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互
にその関連性を確認できるようにしておくこと

　要件③　関係書類等の備付け　施行規則第３条第１項第３号
　　�　帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等（システム概要書、システム仕様書、
操作説明書、事務処理マニュアル等）の備付けを行なうこと

〈可視性の確保〉
　要件④　見読可能性の確保　施行規則第３条第１項第４号
　　�　帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供すること
ができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、そ
の電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力でき
るようにしておくこと

　要件⑤　検索機能の確保　施行規則第３条第１項第５号
　�　帳簿に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
　　イ��　取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件と

して設定できること
　　ロ�　日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
〈電子取引の取引情報に係る保存制度の見直し〉
　このたびの令和5年度の税制改正大綱で、経過措置であった令和５年12月31日までの宥恕措置が期限到来
で廃止され、猶予措置として令和６年１月１日より施行されることとなりました。
　具体的には、「システム対応を相当の理由により行うことができなかった事業者については、従前行われて
いた出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能
の確保の要件等を不要としてそのデータの保存を可能とする、新たな猶予措置を整備する。」というものです。
　なお、今後の法案や国会での審議等で更に改正される事もありますので、留意して下さい。
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